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支えあい、
健やかに暮らせています

第3編

〔大 綱〕
 第１章　地域の中でみんなで見守り支え合う、やさしさのあふれるまち
　　市民一人ひとりの努力（自助）、住民同士の相互扶助（共助）、公的な制度（公助）の連携に
よって、地域の中でみんなで見守り支え合うまちを目指します。

 第２章　生涯にわたって健康で元気に暮らせるまち
　　市民が生涯にわたって健康で元気に暮らせるまちを目指します。

 第３章　高齢になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまち
　　すべての高齢者が､住み慣れた地域で、誇りと生きがいを持ち､安心して生き生きと暮らすこと
ができるまちを目指します。

 第４章　障害があっても、みんなと一緒に自分らしく暮らせるまち
　　市民の障害に対する理解が進み、障害のある人が地域の中で自立した生活を送ることができる
とともに、社会のあらゆる場面に参加できるまちを目指します。

 第５章　将来にわたり誰もが安定した生活を送ることができるまち
　　将来にわたり誰もが健康で安定した生活を送ることができるまちを目指します。
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　市民一人ひとりの努力（自助）、住民同士の相互扶助（共助）、公的な制度（公
助）の連携によって、地域の中でみんなで見守り支え合うまちを目指します。
　そのため、地域づくりの担い手の育成や地域福祉活動の充実、生活課題を解決す
るための包括的な仕組みづくりに取り組みます。

60

成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

50.0％41.6％隣近所とのつながりの深さ

（平成26年度末）

●一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯が増加する
中、何らかの手助けや支援を必要としている人
が増えています。また、人と人とのつながりが
希薄になることによって、地域で孤立している
人が増えています。そのような人が抱える問題
が深刻化する前に、支援に結びつけることが喫
緊の課題となっています。

●地域においては、民生委員・児童委員や福祉委
員など地域活動の担い手が少なく、一人で複数
の役割を受け持ったり、在任期間が長期化して
負担感が増しているなどの課題があります。今
後も、引き続きみんなで支え合うまちをつくる
ための意識啓発と担い手育成に取り組み、活動
の裾野を広げていく必要があります。

●各校区において、要配慮者に対する見守り・訪
問などの地域福祉活動や、ふれあいサロン活動、
大牟田地区高齢者等SOSネットワークなど、
校区社会福祉協議会をはじめとした地域組織や
社会福祉協議会などの関係機関が連携した取組
みが広がっています。さらなる広がりのため、
地域組織、ボランティア、NPOなどの活動を
支援するための取組みが必要です。また、地域
組織やボランティア団体などに登録していない
ものの、地域への貢献意欲を持っている人たち
が多くいるため、その人たちが活動を始めるき
っかけをつくる必要があります。

●福祉サービスの内容に関する情報が得にくく、
利用可能なサービスを受けることができていな
い人がいることが懸念されます。また、買い物
が困難な高齢者等や経済的困窮者、引きこもり
などの生活課題を抱えた人に対する地域の見守
りや課題を共有する仕組みも十分整っていると
はいえません。そのため、行政内部の連携を強
化するとともに、地域の中でも、支え合う意識
や住民同士がつながる場をつくり、包括的な支
援を実施していく必要があります。
 
 

現況と課題
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　支え合いの意識啓発や各種ボランティアの養成などにより、地域福祉活動の機運を高めるとと
もに、地域づくりの担い手の継続的な育成・確保を図ります。

視点１ つながりをはぐくむ人づくり

　小地域ネットワーク活動（※）など地域組織による活動の推進や、ボランティア、NPOなどによ
る活動を支援することで、地域福祉活動の充実を図ります。

視点２ 地域福祉活動の充実

　多様化・複雑化している地域住民の生活課題の解決に向け、行政内部の連携を強化するなど、
公的機関による解決機能を高めるとともに、住民同士が生活課題を話し合う場をつくるなど、地
域における解決の仕組みづくりを進めます。
　その上で、行政と地域の連携・協働により、住民が抱える生活課題を解決するための包括的な
仕組みをつくります。

視点３ みんなで支え合うための仕組みづくり

大牟田市まちづくり総合プラン

民生委員・児童委員の訪問活動

（※）一人暮らし高齢者や障害者、子育て世代などが、地域で孤立することなく安心して生活することができるよう、
　　地域住民が連携・協力して進める見守り・訪問活動などのこと。地域における活動状況を共有する会合や、近隣
の住民同士が集まって交流を深めるふれあいサロン活動などを広く含みます。　　　　　　　　　　　　　　　

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

や
さ
し
さ

第
３
編

・つながりをはぐくむ人づくり事業

・みんなで支え合う地域づくり事業

・生活課題の解決に向けた包括的な

　仕組みづくり事業

主な事業



　市民が生涯にわたって健康で元気に暮らせるまちを目指します。
　そのため、市民一人ひとりの健康づくりに対する意識の向上を図り、健康寿命の
延伸を図っていきます。

62

成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

87.2％79.6％健康づくりに関心を持っている市民の割合

（平成26年度末）

●我が国の平均寿命は世界でも高い水準にありま
す。しかしながら、日常生活に健康上の問題が
ない期間である健康寿命は、平均寿命より数年
ほど短くなっています。個人の生活の質の低下
を防ぐとともに、社会的負担の軽減が期待され
ることから、健康寿命の延伸が課題となってい
ます。

●急速な高齢化に伴い、疾病構造も変化し、がん、
心疾患、脳血管疾患、糖尿病、COPD（慢性閉
塞性肺疾患）等の生活習慣病は増加しています。
市民アンケート調査の結果によると、健康づく
りへの意識は、年齢が低くなるほど低くなって
います。高齢期の健康は、それまでの生活習慣
の積み重ねに大きく左右されます。子どもの頃
から望ましい生活習慣を身に付けることや、若
者・壮年世代の生活習慣の見直しや改善など、
疾病予防の取組みを通して、生涯健康づくりを
進めていくことが必要です。

●本市は全国平均に比べて、がんによる死亡の割
合が高いにも関わらず、がん検診の受診率は低
い状況となっています。疾病の早期発見・早期
治療のため、正しい知識の普及啓発や検診受診
率の向上に向けた取組みが必要です。

●食育について、市民への一定の周知は図られて
いるものの、正しい食生活の実践やボランティ
ア活動など、食育を実践している人の割合は依
然として低い状況にあることから、今後は実践
を重視した食育を推進する必要があります。

●広域的な交通ネットワークの発達による人の移
動や物流の広範囲化により、感染症が世界的に
流行する状態となる危険性が懸念されています。
このような感染症が発生した場合には、拡大の
防止のため、迅速かつ適切な対応が求められま
す。また、全国的にHIV感染症や性感染症が増
加しているほか、高齢化率の高い本市では、結
核の罹患率が全国や県の平均と比較して高くな
っており、こうした感染症への対応も必要です。

現況と課題
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　市民の生活習慣病の発症を予防し、健康寿命を延伸するために、各ライフステージに応じた、
栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健康、歯・口腔の健康など、健康に関する啓発
を行い、市民一人ひとりの健康づくりに対する意識の向上を図ります。また、地域が主体となっ
た健康づくりの取組みを広く展開するとともに、企業や団体が行っている健康づくり活動の支援
や市民への周知を図ります。

視点１ 健康づくりの推進

　主要な生活習慣病の早期発見、発症予防と重症化予防を徹底するために、がん検診などの各種
健診の受診を推進します。あわせて、かかりつけ医・歯科医、かかりつけ薬局の定着を促進しま
す。

視点２ 疾病の予防、早期発見、早期治療の推進

　ライフステージに応じた健康な食生活、正しい食の選択、早寝早起き朝ごはん運動など、家庭、
学校、地域、関係団体などとの連携による実践を重視した食育の推進に取り組みます。

視点３ 食育の推進

　感染症の発生やまん延を防止するため、感染症の予防や感染症発生時の対策に総合的かつ適切
に取り組むとともに、感染症に関する正しい知識の普及を図ります。また、予防接種は、感染症
を予防する手段として重要であることから、引き続き予防接種を推進し、感染者の発生の抑制を
図ります。

視点４ 感染症の発生やまん延の防止

大牟田市まちづくり総合プラン

よかばーい体操

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・健康づくり地域活動推進事業

・健康いきいきマイレージ事業

・がん検診事業

・健やか住みよか食育推進事業

主な事業
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　すべての高齢者が､住み慣れた地域で､誇りと生きがいを持ち､安心して生き生き
と暮らすことができるまちを目指します。
　そのため､住まいを中心として、生活支援、予防、医療、介護のサービスが状態
に応じて提供される地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みを進めます。
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成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

60.0％41.8％高齢になっても、安心して暮らし続けることができると思う市民の割合

（平成26年度末）

●団塊の世代が高齢期を迎え、今後さらなる高齢
化の進行が予測される中、一人暮らし高齢者や
高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が見込
まれています。それに伴い、医療費や介護給付
費などの社会保障費が増加することから、社会
保障制度を安定的に維持していくことが課題と
なっています。

●こうした社会動向の中、平成26（2014）年度の
介護保険法改正では、地域包括ケアシステムの
構築と制度の持続可能性の確保のための費用負
担の公平化を大きな柱とする制度改正が行われ
ました。

●本市の高齢化率は、国・県と比較して非常に高
く、高齢化への対応は、本市として取り組むべ
き喫緊かつ重要な課題のひとつとなっています。
本市では､認知症を地域で支え見守るための体
制づくりや地域密着型サービスの充実などに取
り組み、これらは先進的なモデルとして全国か
ら注目を集めるとともに、「高齢者に優しい福
祉のまち」として、本市のイメージアップに大
きく寄与しています。

●高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために
は、住まいやその周辺環境、生活支援サービス
が高齢期の安心した生活に配慮されている必要
があります。また、高齢者を包括的に支援して
いくためには、地域包括支援センターの充実を
はじめ、地域の居場所づくりや見守り体制の構
築、認知症の人とその家族への支援の充実など
が必要となります。

●本市では、高齢者人口の増加に伴い要介護等認
定者数は増加し、必要とされる介護給付費も増
加しています。そのため、高齢者が地域でいつ
までも健康で生き生きと暮らせるよう支援する
とともに、生きがい健康づくりや介護予防に向
けた取組みを充実させる必要があります。

●医療ニーズの高い高齢者や重度の要介護認定者
が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、医
療と介護の連携による切れ目のないサービスを
提供することが必要です。

●介護保険制度は、高齢者の暮らしを支える仕組
みとして定着しています。後期高齢者の増加が
見込まれる中、介護サービスの充実と持続可能
な制度運営に努める必要があります。
 

現況と課題
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　支援が必要となった高齢者やその家族が安心して暮らすことができるよう、住まいをはじめ、
生活環境づくりや支援体制づくりを進めます。

視点１ 安心して暮らすことのできる生活環境づくり

　隣近所や地域住民同士の助け合いをはじめ、社会福祉法人やNPO、ボランティア等の多様な
サービス提供主体による、掃除や買い物などの家事支援、安否確認、外出支援など、高齢者が必
要とする生活支援サービスを充実します。

視点２ 在宅生活継続のための生活支援サービスの充実

　仕事、家庭、学び、趣味などあらゆる面において、健康で生きがいのある生活を送ることがで
きるような環境づくりや地域とのつながりづくりを進めるとともに、できる限り要支援・要介護
状態にならない、又は、重度化しないための介護予防の取組みを推進します。

視点３ 生きがい・健康づくりと介護予防の推進

　在宅医療・介護に携わる多職種連携を推進することにより、利用者の状態に応じ、24時間
365日対応可能な在宅医療・介護の包括的な支援・サービスの提供体制の構築や多職種間のネッ
トワーク化を進めます。

視点４ 在宅医療・介護連携の推進

　地域と医療、介護、保健、福祉が連携した総合的な高齢者施策を展開するとともに、将来予測
に基づく計画的なサービス提供体制の整備、介護給付費適正化などを行いながら、介護サービス
の充実と持続可能な制度運営に努めます。

視点５ 介護サービスの充実と持続可能な制度運営

大牟田市まちづくり総合プラン

小学校での認知症絵本教室

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・地域包括支援センター事業

・地域認知症ケアコミュニティ推進事業

・介護予防・日常生活支援総合事業

・在宅医療・介護連携推進事業

主な事業
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　市民の障害に対する理解が進み、障害のある人が地域の中で自立した生活を送る
ことができるとともに、社会のあらゆる場面に参加できるまちを目指します。
　そのため、障害についての理解促進や障害福祉サービス等の充実に努めるととも
に、障害のある人の社会的障壁（※）をなくすために必要とされる合理的な配慮を行
います。
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成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

70.0％58.3％障害についての理解度

（平成26年度末）

（※）障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で、妨げとなるような、社会における事物（利用しにくい
　　　施設、設備など）、制度（利用しにくい制度など）、慣行（障害のある人の存在を意識していない慣習、文化な
　　　ど）、観念（障害のある人への偏見など）その他一切のもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●平成18（2006）年に障害者権利条約が国連で採
択されました。この条約は、障害のある人の人
権や基本的自由の享有を確保し、障害のある人
の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とし
て、障害のある人の権利を実現するための措置
等を規定しています。我が国においても、条約
の批准に向けて国内法の整備が進められ、平成
26（2014）年1月に正式に締結国となりました。
これに伴い、障害のある人の権利の実現に向け
た取組みを一層推進することが求められていま
す。

●平成26（2014）年に本市が行った福祉に関する
アンケート調査の結果によると、差別を受けた
経験がある、又は少しあると回答した障害のあ
る人は、34.5％となっています。こうした障
害者差別については、市民一人ひとりの障害に
関する知識・理解の不足、意識の偏りに起因す
る面が大きいと考えられることから、市民の障
害に関する理解を促進する必要があります。

●障害のある人が個人としての尊厳にふさわしい
日常生活や社会生活を営むためには、必要とす
る障害福祉サービス等を受けながら、自ら居住
場所の選択ができるような環境づくりが必要で
す。こうした環境づくりを進めていくうえで、
施設入所者や退院可能な精神障害者が地域生活
へと移行できる環境整備として、相談支援体制
の整備やグループホームなどの生活の場の確保
等が課題となっています。また、障害のある人
が地域で自立した生活を送るためには所得の確
保が重要ですが、障害のある人の就職状況は非
常に厳しいため、就労促進が一層求められるよ
うになってきています。

●情報機器や情報伝達技術の進歩により、障害の
特性に応じた情報の収集や意思疎通の手段が多
様化しています。こうしたことを踏まえ、障害
のある人の社会参加を一層促進する必要があり
ます。また、余暇活動や社会活動をしていない
障害のある人も多く見受けられることから、障
害のある人が様々なスポーツや文化芸術活動に
参加でき、生活の質を高めることができるよう
な環境整備が求められています。

現況と課題

第3編

第４章

基本
方針

障害があっても、みんなと一緒に
自分らしく暮らせるまち



67

　障害のある人への差別の解消及び権利擁護のために、市民や事業者への障害に関する広報啓発
を行い、障害への理解を促進します。

視点１ 障害のある人への理解促進

　障害のある人が安心して地域で生活できるよう、相談支援体制や生活支援サービスの充実、地
域生活への移行支援など、利用者の立場や視点に立ったサービス提供体制の充実を図るとともに、
保健、医療、福祉の関係機関との連携強化を図ります。また、地域で自立した生活を送るため、
障害者優先調達や雇用を促進するための啓発活動の推進など、国・県及び関係団体と連携し、雇
用と就労を充実することにより、経済的自立の支援に取り組みます。

視点２ 障害のある人の生活支援

　情報のバリアフリー化の推進や手話通訳、要約筆記等の情報・意思疎通の支援など、一人ひと
りの障害特性に配慮したよりきめ細やかな情報提供やコミュニケーション支援の充実に努めます。
また、障害のある人が様々なスポーツや文化芸術活動に参加できるよう活動機会の拡大を図りま
す。

視点３ 障害のある人の社会参加の促進

大牟田市まちづくり総合プラン

障害者就労支援施設での作業風景

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・障害者差別解消に向けた広報啓発事業

・障害者自立支援協議会活動推進事業

・障害者情報・意思疎通支援事業

主な事業

や
さ
し
さ

第
３
編



　将来にわたり誰もが健康で安定した生活を送ることができるまちを目指します。
　そのため、医療保険制度について、安定的な事業運営に努めるとともに、制度の
正しい理解促進に努めます。また、生活に困窮している人に対し、地域社会の一員
として充実した生活を送ることができるよう、経済的・社会的自立のために必要な
生活支援を行います。
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●国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基盤と
して重要な役割を担い、医療の確保と健康の保
持増進に大きく貢献してきました。しかしなが
ら、長引く地域経済の低迷で国民健康保険税の
伸びが期待できない反面、一人当たりの医療費
は年々増加しています。このため、医療費適正
化とともに、生活習慣病をはじめとした疾病の
早期発見、早期治療、重症化の予防に取り組ん
でいく必要があります。

●国民健康保険制度が抱えている、年齢構成、財
政基盤、財政の安定性、市町村格差といった構
造的な問題は深刻さを増しています。このため、
事業運営の見直しとして、平成30(2018)年度
から都道府県が市町村とともに事業の運営を担
うこととされており、制度が始まって以来の最
も大きな改革に対応していく必要があります。

●福岡県における一人当たりの後期高齢者医療費
は全国で最も高く、高齢期の健康づくりととも
に医療費の適正化が必要となっています。また、
後期高齢者医療制度は、見直しに向けて検討さ
れていることから、制度の運営を行う福岡県後
期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、制
度理解の啓発に努める必要があります。

●国民年金制度は、老後の生活をはじめ、障害に
なったときや一家の働き手が死亡したときなど
に、本人又は家族の生活を守る重要な位置付け
にあります。しかしながら、保険料未納者が増
加していることから、将来の受給権の確保が危
惧されています。このため、制度の運営を行う
日本年金機構と連携を図りながら、制度の周知
に努めることが必要です。

●非正規雇用の増大などに伴い、生活に困窮して
いる人が増加しています。それらの人は、経済
面だけではなく、健康、仕事、家族関係など多
様で複合的な課題があることが懸念されます。
このような中、既存の制度や福祉サービスを活
用しつつ、ワンストップで生活全般にわたる支
援を提供する仕組みをつくり、生活困窮者の自
立の促進を図ることを目的に、平成27(2015)
年4月に生活困窮者自立支援法が施行されまし
た。そのため、生活困窮者に対する包括的な支
援を実施し、経済的・社会的な自立を図る必要
があります。

●生活保護世帯数は、平成20(2008)年の世界同
時不況以降、急激に増加し、その後はゆるやか
になっているものの増加傾向にあります。健康
で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、
被保護者の自立の支援を強化し、適正な保護の
実施に努める必要があります。

現況と課題

第3編

第５章

基本
方針

将来にわたり誰もが安定した生活を
送ることができるまち

成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

60.0％30.3％

年56件

国民健康保険の特定健康診査受診率

就労収入増による保護廃止件数

（平成26年度末）

延240件
（年60件）
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　特定健康診査をはじめとした、保健事業や健康づくり事業とあわせて、医療費適正化のため、
レセプト点検の充実・強化の取組みなどを進めます。また、平成30(2018)年度から都道府県が
市町村とともに国民健康保険事業の運営を担うこととされていることから、その対応への取組み
を行います。

視点１ 国民健康保険制度の適正な運営　

　福岡県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、保険料の徴収及び健康づくりの促進を図
るとともに、制度の周知啓発に努めます。

視点２ 高齢者医療制度の適正な運営

　無年金者の発生防止のため、日本年金機構との連携・協力により、国民年金制度の周知に努め
ます。

視点３ 国民年金制度の周知

　生活に困窮している人の状況を早期に把握し、関係機関との連携及び支援体制の構築により、
一人ひとりの状況に応じた包括的かつ継続的な支援を行います。

視点４ 生活困窮者の自立支援

　最後のセーフティネットとして、生活保護を適切かつ迅速に適用し、不正受給等には厳正に対
処するとともに、被保護者の自立や生活上の問題に対しても、的確な援助方針を作成し、生活保
護の適正な実施に努めます。

視点５ 生活保護の適正実施

大牟田市まちづくり総合プラン

特定健康診査における集団健診

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・生活困窮者自立支援事業

・国民健康保険保健事業

主な事業

や
さ
し
さ
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「ぼくたち、私たちが描く未来のまち・おおむた」入賞
平原小学校６年　岩﨑藍さん　（平成26年度当時）


